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子ども教育部保育園・幼稚園担当 

 

 

中野区沼袋保育園分園の設置について 

 

 

１、２、３歳児の待機児への緊急対応のため、民営化により廃止した区立沼袋西保育園の

仮園舎を使用し、沼袋保育園分園を開設する。 

 

１．施設名及び場所  中野区沼袋保育園分園  

中野区沼袋３丁目１３番２号 

 

２．施設概要 

（１）旧沼袋小学校校舎一階部分の約２/３、校庭の一部を使用 

（２）主要施設 保育室、ホール、調理室、事務室、保育士室 

 

３．開設期間    平成２５年１０月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

４．定 員 

   １歳児、２歳児、３歳児（各１０人） 

   １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

平成２５年１０月  １０ １０ １０   ０   ０ 

平成２６年 ４月 １０（新）  １０ １０ １０   ０ 

平成２７年 ４月   ０ １０ １０ １０ １０ 

 

５．運営方法    民間委託とする 

 

６．事業者選定方法 企画提案公募型事業者選定方式により受託事業者を決定する。 

 

７．閉園後の転園先 

平成２７年度新設予定の私立(仮称)松が丘保育園及び近隣園の受け入れにより対応する。 

 

８．入所の方法   本園とは別に入所判定を行う。 

 

９．今後の予定   ５月    事業者募集 

          ７月    事業者決定 

          ７月～９月 開設準備 

          １０月   開設 

 

 



  周辺地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  配置図 

 

沼袋保育園 

沼袋分園 

1 歳児 2 歳児室 

事務室 

3 歳児室 

調理室 
医務室 

入口 

庭

庭 

トイレ 

ホール 


